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一般財団法人さいたま住宅検査センターフラット35等適合証明業務規程 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 このフラット 35 等適合証明業務規程（以下「規程」という。）は、一般財団法人さいた

ま住宅検査センター（以下「センター」という。）が、適合証明業務（住宅若しくは建築物又は

改良工事が独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）の定める基準に適合するこ

とを証明する業務をいう。以下同じ。）の実施について、機構と平成 30 年４月１日付けで締結

した適合証明業務に関する協定書（以下単に「協定書」という。）第９条の規定に基づき必要な

事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）品確法 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11年法律第 81 号）をいう。 

（２）確認検査 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 77 条の 18 に規定する確認検査をい

う。 

（３）評価 品確法第５条第１項に規定する住宅性能評価をいう。 

（４）保険検査 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成 19 年法律第 66 号）

第 19条第１号から第３号までに規定する業務に係る住宅の検査をいう。 

（５）適合証明業務実施者 適合証明検査機関が適合証明業務を行わせる者をいう。 

（６）適合証明業務決裁者 適合証明業務実施者のうち、適合証明検査機関が行う適合証明業務

の適否について最終的な判断を行う者をいう。 

（７）個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）をいう。 

（８）個人情報等 個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。 

（９）事務リスク 適合証明検査機関の役員、職員又は適合証明業務実施者が、適合証明業務に

関して、正確な事務処理を怠ること又は事故、不正等を起こすことにより損失を被るリスク

をいう。 

（10）電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。 

 

（適合証明業務の基本方針） 

第３条 センターは、適合証明業務を、法令、機構が定める業務方法書及び事務処理に関する諸

規範等によるほか、この規程により公正かつ的確に実施する。 

２ 適合証明に係る住宅の検査を希望する者から適合証明業務の依頼があった場合には、やむを

得ない事由がある場合を除き、これを拒否しない。 
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（適合証明業務の申請を引き受ける時間及び休日） 

第４条 適合証明業務の申請を引き受ける時間は、次項に定める休日を除き、午前９時 30分から

午後５時までとする。 

２ 適合証明業務の休日は、次の各号に掲げる日とする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178号）に定める休日 

（３）12月 29 日から翌年の１月 4日まで 

（４）特にセンターにおいて定めた日 

３ 適合証明業務の申請を引き受ける時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正

当な事由がある場合又は事前に申請者等との間において適合証明業務を行う日時の調整が図ら

れている場合は、前２項の規定によらないことができる。 

 

（事務所の所在地） 

第５条 適合証明業務を行う事務所は、次のとおりとする。 

事 務 所 名 所  在  地 

本部(省エネ・住宅性能評価課 川越) 埼玉県川越市並木 488 番地１ 

本部(省エネ・住宅性能評価課 さいたま) 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目３番 19号 

さいたま事務所 埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目 12番３号 

さいたま事務所検査分室 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目４番７号 

川越事務所 埼玉県川越市並木 488 番地１ 

所沢事務所 埼玉県所沢市東新井町 307 番地の７ 

越谷事務所 埼玉県越谷市南越谷四丁目 16番地２ 

熊谷事務所 埼玉県熊谷市籠原南三丁目 365 番地 

東京事務所 東京都武蔵野市境南町二丁目 11 番 22 号 

SJK つくば確認検査事務所 茨城県つくば市東新井 19番地７ 

 

（業務を行う区域） 

第６条 センターの業務区域は、次の区域とする。 

埼玉県、東京都（島しょ部を除く）、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県及び神奈川県の全域 

 

（業務を行う住宅） 

第７条 センターは、新築住宅の場合にあっては、確認検査業務規程（建築基準法（昭和 25 年法

律第 201 号）第 77 条の 27 に規定する確認検査業務規程をいう。）に定めるセンターが確認検査

の業務を行うことができる住宅及び住宅性能評価業務規程（品確法第 16条第１項に規定する評

価業務規程をいう。）に定めるセンターが評価の業務を行うことができる住宅の適合証明業務を

行う。 

２ センターは、既存住宅の場合にあっては、すべての既存住宅の適合証明業務を行う。 
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３ センターは、リフォーム工事に係る住宅の場合にあっては、すべての住宅の適合証明業務を

行う。 

４ センターは、賃貸住宅リフォーム工事に係る住宅の場合にあっては、すべての賃貸住宅の適

合証明業務を行う。 

５ センターは、センターの役員又は職員が建築主である住宅又は設計、工事監理、施工、販売、

販売代理、若しくは媒介を行う住宅に係る適合証明業務を行わないものとする。 

 

第２章  適合証明業務の管理及び実施の体制 

 

第１節 適合証明業務の管理体制等 

 

（適合証明業務の管理体制） 

第８条 適合証明業務の実施に係る最高責任者は理事長とし、理事長は適合証明業務に係る管理

の責任と権限をもつ適合証明業務に係る担当役員（以下単に「担当役員」という。）を置く。 

２ 理事長は、適合証明業務が公正かつ的確に実施されるために必要と判断した場合には、随時、

適合証明業務の管理体制の見直しを行う。 

 

（適合証明業務の業務処理体制） 

第９条 理事長は、適合証明業務がこの規程に従い公正かつ的確に実施されるよう申請住宅の規

模や種類、業務区域及び業務量に応じた適合証明業務の業務処理体制を構築する。 

２ 適合証明業務は、それ以外の業務（確認検査の業務、評価の業務及び保険検査の業務等を除

く。）を行う部署と異なる部署で行う。 

 

第２節 適合証明業務実施者 

 

（適合証明業務実施者の選任） 

第 10 条 理事長は、適合証明業務を実施させるために適合証明業務実施者を選任する。 

 

（適合証明業務決裁者の選任） 

第 11 条 理事長は、適合証明業務の適否について最終的な判断を行わせるために適合証明業務決

裁者を選任する。 

 

（適合証明業務実施者の解任） 

第 12 条 理事長は、適合証明業務実施者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

適合証明業務実施者を解任する。 

（１）適合証明業務実施者としての要件を満たさなくなったとき。 

（２）業務違反その他適合証明業務実施者としてふさわしくない行為があったとき。 
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（３）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。 

 

（適合証明業務実施者の配置） 

第 13 条 理事長は、適合証明業務を実施するため、適合証明業務実施者を各事務所にそれぞれ２

人以上（うち 1名以上は適合証明業務決裁者）配置する。 

２ 前項の配置については、適合証明業務の実績に応じ、随時、見直しを行う。 

３ 適合証明業務実施者が、休暇を取る場合又は繁忙その他の事情により、当該事務所における

適合証明業務を実施できない場合にあっては、他の事務所の適合証明業務実施者が当該事務所

において臨時に適合証明業務を行う。また、緊急の場合にあっては、他の事務所において適合

証明業務を行うことができる。 

４ センターは、適合証明業務の申請件数が一時的に増加すること等の事情により、適合証明業

務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、すみやかに、新たな適合証明業務実

施者を選任する等の適切な措置を講ずる。 

 

（適合証明業務実施者への研修） 

第 14 条 センターは、法令、機構の定める業務方法書及び事務処理に関する諸規範等に従い適合

証明業務が的確に実施されるよう、すべての適合証明業務実施者に対して次の各号に掲げるい

ずれかの研修を年１回以上受講させる。 

（１）センターが実施する適合証明業務に関する研修 

（２）機構が実施する適合証明業務に関する研修 

 

（適合証明業務実施者の身分証の携帯） 

第 15 条 適合証明業務実施者が、適合証明業務の対象となる建築物並びにその敷地及び工事現場

に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しな

ければならない。 

２ 前項の身分証の様式は、別記様式による。 

 

第３節 個人情報等の管理等 

 

（個人情報等の保護） 

第 16 条 センターの役員及び職員（適合証明業務実施者を含む。）並びにこれらの者であった者

は、個人情報保護法その他個人情報保護に関する諸規範に従い、適合証明業務に関して知り得

た個人情報について漏えい、滅失及びき損を防止並びに適合証明業務その他機構業務以外の目

的（個人情報保護法第 21条第１項及び第２項に基づき、個人情報の取得に際しての通知等を行

った利用目的を除く。以下同じ。）での複製、利用等をしてはならない。 

 

（個人情報等の管理） 
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第 17条 センターは、個人情報保護法その他個人情報保護に関する諸規範に従い、適合証明業務

に関して知り得た個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに適合証明業務その他機構業

務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のため、次の各号に掲げる措置を講ずる。 

（１）個人情報等の管理に関する責任者（以下「個人情報等管理責任者」という。）を設置する。 

（２）次のア及びイに掲げる事項をセンターの役職員に対し、研修等を通じて周知する。 

ア 個人情報保護法その他個人情報に関する諸規範の趣旨に則り、関連する法令、規程等の

定め並びに個人情報等管理責任者の指示に従い、個人情報等を取り扱わなければならない

こと。 

イ 個人情報等の取扱いに当たっては、漏えい、滅失及び毀損を防止するとともに、適合証

明業務その他機構の業務以外の目的で複製、利用等をしてはならないこと。 

（３）個人情報等及び個人情報等を記録した媒体の管理及び保管 

ア 適合証明業務を行う部署に所属する者以外の者が適合証明業務に関して知り得た個人情

報等を取り扱うことがないよう適切に管理する。 

イ 適合証明業務を実施する上で必要な場合以外は、個人情報等が記録された媒体（文書、

図画、電磁的記録等をいう。以下同じ。）を防火上、防湿上及び防犯上保存に適した場所で

保管する。 

（４）個人情報等が記載された保存文書の保存期間満了時期が経過した場合等、個人情報等が記

録された媒体が不要となった場合は、個人情報等が外部に流出しないよう十分に留意し、個

人情報等の復元又は判別が不可能な方法により個人情報等の消去又は媒体の廃棄を行う。 

（５）適合証明業務マニュアルに定める適合証明業務整理簿の整備を的確に行うほか、個人情報

等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人情報等の利用及び保管等の取

扱いの状況について記録する。 

（６）個人情報等の取扱いについて、漏えい等安全確保の上での問題となる事案が発生した場合

は、被害拡大の防止及び復旧を図り、事案に応じて、その事案の内容、経緯及び被害状況を

速やかに機構へ報告する。 

（７）センターにおいて、申請書等の受理を行う電子情報処理組織を提供する場合は、申請書等

の受理に係る秘密を次のア及びイのとおり確保する。 

ア ネットワーク上で電子文書を送受信する際の情報漏えい防止 

電子情報処理組織の通信の暗号化による方法（SSL（Secure Socket Layer）等のプロト

コルを活用する方法）を用いる。 

イ センターにて受理した電子文書への第三者による不正アクセス行為の防止 

電子計算機及び電子情報処理組織に、それぞれＩＤ及びパスワードを用いてアクセスを

行う方法を用いる。 

 

第３章  適合証明業務の実施方法等 

 

（適合証明業務実施者の業務範囲） 
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第 18条 適合証明業務実施者は、協定書第４条第３項に規定する適合証明業務を行うことができ

る住宅について、適合証明業務を行う。 

２ 適合証明業務実施者は、次の各号に掲げる者が建築主である住宅又は設計、工事監理、施工、

販売、販売代理、若しくは媒介を行う住宅に係る適合証明業務に従事してはならない。 

（１）当該適合証明業務実施者 

（２）当該適合証明業務実施者の所属する企業（過去２年間に所属していた企業を含む。） 

 

（適合証明業務の実施方法） 

第 19 条 適合証明業務実施者は、法令、機構が定める業務方法書及び事務処理に関する諸規範等

によるほか、適合証明業務マニュアル等により、公正かつ的確に適合証明業務を実施する。 

２ 適合証明業務マニュアル等に改訂があった場合は、すみやかに適合証明実施者に周知し、適

合証明業務マニュアル等を最新の状態に維持する。 

３ 適合証明業務実施者は、適合証明業務について当該適合証明業務を実施した者以外の適合証

明業務決裁者の決裁を受ける。 

４ 次の各号に掲げる物件検査については、品確法第 13条に定める評価員として選任されるため

の講習の課程を修了した適合証明業務実施者（役員又は職員に限る。）が検査し、又は品確法

第 13 条に定める評価員として選任されるための講習の課程を修了した適合証明業務決裁者が

決裁を行う。 

（１）フラット 35Ｓに係る新築住宅及び賃貸住宅融資に係る住宅の設計検査（次のアからオま

でに掲げる設計検査を除く。） 

ア 機構承認住宅（設計登録タイプ）に係る設計検査（設計書等により断熱構造基準を確認

する場合を除く。） 

イ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24 年法律第 84 号）の規定により低炭素建築

物新築等計画が認定された住宅又は集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを

確認する設計検査 

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）の規定に

より建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅、又は同規定による基準適合認

定建築物であることを確認する設計検査 

エ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）の規定により長期優

良住宅建築等計画について認定の通知を受けた住宅であることを確認する設計検査 

オ BELS 評価書による設計検査 

（２）フラット 35Ｓ及びフラット 35 リノベ（金利Ａプラン）に係る既存住宅の物件検査（次の

アからキまでに掲げる物件検査を除く。） 

ア 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24 年法律第 84 号）の規定により低炭素建築

物新築等計画が認定された住宅又は集約都市開発事業計画が認定された住宅であることを

確認する物件検査 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）の規定に
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より建築物エネルギー消費性能向上計画が認定された住宅、又は同規定による基準適合認

定建築物であることを確認する物件検査 

ウ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）の規定により長期優

良住宅建築等計画について認定の通知を受けた住宅であることを確認する物件検査 

エ 新築時の適合証明書又は建設住宅性能評価書を活用する物件検査 

オ 既存住宅の建設住宅性能評価書を活用する物件検査 

カ フラット 35Ｓ（金利Ｂプラン）のうち、省エネルギー性の基準に係る物件検査 

キ BELS 評価書による物件検査 

（３）リフォーム工事に係る住宅の物件検査のうち、品確法第３条第１項の規定に基づく評価方

法基準（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号）による耐震改修工事に係る物件検査 

（４）賃貸住宅リフォーム融資に係る住宅の物件検査のうち、品確法第３条第１項の規定に基づ

く評価方法基準（平成 13 年国土交通省告示第 1347 号）による耐震改修工事に係る工事計

画確認 

 

（適合証明業務整理簿の作成） 

第 20 条 センターは、設計検査、中間現場検査若しくは竣工現場検査・適合証明、物件検査・適

合証明又は住宅改良工事に係る適合証明を行ったときは、別に定める適合証明業務整理簿に所

定の事項を記録する。 

 

第４章  手数料等 

 

（手数料の額等） 

第 21 条 センターは、申請者から収納する手数料の額、当該手数料を収納する時期等を別に定め

る一般財団法人さいたま住宅検査センターフラット 35等適合証明業務手数料規程に定める。 

２ 前項の手数料の額は、センターが行う適合証明業務の内容に応じて定める。 

３ センターは、第１項の定めに違反して、申請者から手数料を収納しない。 

４ 手数料の納入に要する費用は申請者の負担とする。 

 

（手数料の返還） 

第 22 条 収納した手数料は、返還しない。ただし、センターの責に帰すべき事由により適合証明

業務が実施できなかった場合には、この限りでない。 

 

第５章 適合証明業務の監視、改善方法 

 

（監視人等の設置） 

第 23 条 センターは、第三者である建築関係の学識者等を監視人（センターが行う適合証明業務

に係る監査を行う者をいう。以下同じ。）として置く。 
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２ センターは、適合証明業務に関する諸規定等を遵守していることについて、監視人により年

１回以上確認を受ける。 

 

（自主検査） 

第 24 条 センターは、適合証明業務が的確に実施されていることを、自らの検査により年１回以

上確認する。 

 

（事務リスクの管理） 

第 25 条 センターは、事務リスクと思われる事案が発生した場合は直ちに機構に報告する。 

 

 （再発防止措置） 

第 26 条 センターは、適合証明業務に関して、不適切な処理が行われた案件を確認した場合は、

再発防止措置をとる。この場合、再発防止措置は不適切な処理が行われた案件の影響に見合っ

たものとする。 

 

第６章 その他適合証明業務の実施に関して必要な事項 

 

 （適合証明業務関係書類の保存期間） 

第 27 条 適合証明業務整理簿は適合証明業務の全部を廃止するまでの期間保存することとし、設

計検査及び現場検査に係る書類については、それぞれの検査の合格日から 5 年間保存すること

とする。 

 

（適合証明業務関係書類等の保管の方法） 

第 28 条 センターは、役員、職員等の出勤簿、旅行命令簿等適合証明業務に係る住宅の所在する

場所に適合証明業務実施者が赴いた事実を証明できる書類、適合証明業務整理簿その他適合証

明業務に関する文書、図画及び電磁的記録について、適正な作成及び授受、整理、保管、廃棄

等の管理を行う。 

２ 適合証明業務整理簿その他適合証明業務に関する文書、図画及び電磁的記録の保存は、検査

中にあっては検査のため特に必要がある場合を除き事務所内において、検査終了後は施錠でき

る室、ロッカー等において、確実であり、かつ、個人情報等の漏れることのない方法で行う。 

３ 第２項に掲げる書類等を廃棄する場合は、個人情報等が外部に流出しないよう十分に留意し、

当該個人情報等の復元又は判別が不可能な方法により、当該個人情報等の消去又は当該媒体の

廃棄を行う。 

４ 電子申請の場合にあっては、電子文書について次のとおり保存及び管理する。 

（１）電子文書は、センターが管理するサーバー内に保存する。なお、個人情報及び秘密情報に

ついて協定書第 15条に定めるとおり適切に管理できる場合は、外部サーバーの利用も可能と

する。 
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（２）記録の紛失を防止するため、バックアップファイルを作成し保存する。 

（３）書面と電子文書が混在する場合は、一体のものとして適切に管理する。 

 

（適合証明業務取扱機関の掲示） 

第 29 条 センターは、取扱開始日、機関の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話

番号、適合証明業務を行う区域並びに適合証明業務を行う住宅の種類を、別表の様式に従い、

適合証明業務を行う事務所において公衆に見やすいように掲示する。 

 

（書類の備置及び閲覧） 

第 30 条 センターは、適合証明業務を行う事務所に次の各号に掲げる書類を備え、適合証明を受

けようとする者その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させる。 

（１）センターの適合証明業務を担当する役員の氏名を記載した書類 

（２）センターの業務の実績を記載した書類 

（３）適合証明業務実施者の人数を記載した書類 

（４）適合証明業務に係る損害保険の契約内容を記載した書類（損害保険契約を締結している場

合に限る。） 

（５）センターの適合証明に係る手数料を記載した書類  

（６）センターの適合証明業務に係る事務処理等を規定した規程等 

 

（事前相談） 

第 31 条 申請者は、適合証明の申請に先立ち、センターに相談をすることができる。この場合に

おいては、センターは、誠実かつ公正に対応する。 

 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成 19年４月１日から施行する。 

２ 財団法人さいたま住宅検査センター民間住宅ローン等審査（適合証明）業務規程は、廃止す

る。 

附 則 

この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 20 年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 20 年 12 月８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成 21 年７月 21日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成 21 年９月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成 22 年３月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 23 年３月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 23 年６月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 23 年６月 20日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26 年３月 24日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 27 年９月 30日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年５月７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和元年６月３日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年７月６日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年９月 20日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年５月７日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年 12月１日から施行する。 
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別表（第 29 条関係） 

  

住宅金融支援機構の適合証明業務取扱機関票 

適合証明業務 

取扱開始日 
年   月   日 

機関の名称  

代表者の氏名  

主たる事務所の所在地 

及び電話番号 

 

 

電話番号  （   ） 

適合証明業務を行う 

区    域 
 

適合証明業務を行う 

住宅の種類 
 

 

 

 35cm 以上 

45cm 

以上 
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別記様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

身分証明書 

（適合証明業務実施者） 

 氏  名 

 生年月日 

資格番号 

 有効期限 

 

上記の者は、一般財団法人さいたま住宅検査センターが選任した適合

証明業務実施者であることを証明 する。 

 

一般財団法人さいたま住宅検査センター 

 

社印 


